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「新型インフルエンザ(A/HlNl)ワ クチン接種の基本方針」の

改定について

政府の新型インフルエンザ対策本部 (本部長は内閣総理大臣、全閣僚で

構成)が、12月 15日付けで「新型インフルエンザ(A/HlNl)ワ クチン接種の
基本方針」(平成 21年 10月 1日 対策本部決定)を全閣僚の了承により改定
し、内閣官房の新型インフルエンザ対策本部事務局が別添のとおり投げ込
みを行つておりますので、お知らせいたします。



プレス資料配十

「新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン接種の基本方針」の改定について

平成21年 12月 15日

新型インフルエンザ対策本部事務局

新型インフルエンザ対策本部 (本部長は内閣総理大臣、全閣僚で構成)は、

12月 15日 付けで「新型インフルエンザ (A/HlNl)ヮ クチン接種の基本方針」

(平成21年 10月 1日 対策本部決定)を全閣僚の了承により改定いたしました。

改定の中身と背景

① 健康成人への接種

接種回数の見直しにより、健康成人への接種の見通しが立ったことなどから、

健康成人への接種を進めることとしました。

② 低所得者に対する費用軽減措置

これにより、低所得者に対する費用軽減措置について、健康成人を含む全て

の低所得者に対して費用軽減措置を講じることとしました。

(平成21年度第二次補正予算案に予算計上されております。)

③ その他

確保するワクチンの量の単位について、人数換算 (万人分)から成人量換

算の回数分 (万回分)への変更 など

(本発表資料の問合せ先 )

内閣官房新型インフルエンザ等対策室 (新型インフルエンザ対策本部事務局)

担当 :諸岡 (参事官)、 浅沼 (企画官)、 三好 (参事官補佐 )

電話 :03-5253-2111(内 35433、 85435)

03-6910-0208 (雇ヨi登 )



新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン接種の基本方針

1.目 的

死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必

要な医療を確保することを目的とする。

2.各 事業実施主体の役割

(1)国は、新型インフルエンザ (A/Hl Nl)ワ クチン (以下「ワクチン」

という。)の生産量に限りがある中で、臨時応急的かつ一元的にワク

チンを確保するとともに、接種の優先順位を設定する。また、ワク

チン接種を行う医療機関と委託契約を締結し、希望者に対してワク

チンの接種を実施する。このように、今回の事業は、地方自治体と

の役割分担のもと、国が主体となつて行うものである。

(2)都道府県は、国が示す標準的な実施時期等を参酌し、具体的な接

種スケジュールを設定するとともに、医療機関の在庫状況等を把握

して、ワクチンの円滑な流通を確保する。

(3)市町村は、ワクチン接種を行う医療機関 (受託医療機関)を確保

するとともに、住民に対し、接種時期、受託医療機関等を周知する。

また、ワクチン接種に係る費用負担について、国及び都道府県によ

る財政支援のもと、必要に応じ低所得者の負担軽減措置を講 じる。

(4)受託医療機関は、国と委託契約を締結し、窓口で対象者の確認を

行い、優先順位に従つて希望者に対してワクチンを接種するととも

に、市町村及び都道府県を通じて、必要な報告を行う。

3.優 先的に接種する対象者

(1)当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行

われていく見通しであることから、死亡者や重症者の発生をできる

限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することという目

的に照らし、

①インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者 (救急隊



員を含む )

② 妊婦及び基礎疾患を有する者 (こ の中でも、1歳～小学校低学

年に相当する年齢の者の接種を優先)

③ l歳～小学校低学年に相当する年齢の者

④ l歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の

理由により予防接種が受けられない者の保護者等
'の順に優先的に接種を行う開始李る。

(2)さ らに、小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者及び
65歳以上の高齢者についても、優先的に接種する。

(3)与幕〒優先的に接種する者以外の者に対する接種については、優

先的に接種する者への接種事業の状況等を踏まえ、接種を進める丼

0

4.ワ クチ ンの確保

(1)今後の感染の拡大やウイルスの変異等の可能性を踏まえると、上

記の優先的に接種する者以外における重症例の発生があり得るため、

健康危機管理の観点から、国内産に加えて、海外企業から緊急に輸

入することを決定し、ワクチンを確保する。

(2)国は、3,の接種対象者に順次必要なワクチンを供給できるよう

にするため、今年度末までに、国内産ワクチン5,400万 回分 (成

人量換算)髪〒導冥嘉勇暑暴集程度を確保するとともに、海外企業か

ら9,900万 回分 (成人量換算)与〒幕与尋寿共会程度を輸入す

ることとし、既存の新型インフルエンザ対策予算を活用 した上で予

備費を使用し、これらのワクチンを購入する。

(3)輸入ワクチンの確保のため、今回の輸入ワクチンの使用等に伴い

生じる健康被害等に関して製造販売業者に生じた損失等について、

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別

措置法に基づき国が補償できることとする碁碁馨尋暮る去与〒墓拳

享掌塁+=|三菫讐皇菫卜事僣卜暑彗き妥望1言諷卜4』二妥6F。

5.接種の実施

(1)国は、受託医療機関との間で、予防接種に関する委託契約を締結

する。



(2)受託医療機関は、国との委託契約に基づき、卸売業者からワクチ
ンを購入し、優先接種順位に従い、優先接種対象者であることを確

認のうえ、原則として予約制により接種を実施する。

(3)市町村は、都道府県と連携し、地域の実情に応じて、受託医療機
関に要請 し、保健センター、保健所等を活用して接種の機会を確保
する。

6.費用負担

(1)今回のワクチンの接種については、その目的に照らし、国は、予
防接種法の定期接種に準じて、受託医療機関を通じてワクチンの接
種を受けた者又はその保護者から、実費相当額 (ワ クチン代、輸送

費及び接種に要する費用。原則として全国―律の額)を徴収する。

(2)            低所得者の費用負担については、予防
接種法の定期接種に準じて、市町村民税非課税世帯を念頭に、市町
村がその費用を助成する措置を講じる。その際、当該措置に要する
財源の 1/2を国が、1/4を都道府県が補助する。

7.ワ クチ ンの安全性及び有効性の確保 と健康被害の救済
(1)今回、接種に用いようとするワクチンについては、今回の新型イ

ンフルエンザに対して初めて製造されたものであり、安全性や有効
性に関しては十分に検証されていないことから、今後もデータの収
集、分析を行うなど、十分に安全性や有効性の確保に努めるととも
に、その安全性や有効性について、医療関係者、国民等に幅広く情
報提供する。

(2)ワ クチンによる重篤な副反応について、受託医療機関等からの報
告など国が迅速に情報を把握するとともに、当該情報を専門家によ
り評価する仕組みを構築し、速やかに対応する。

(3)今回のワクチン接種に伴い健康被害が生じた場合の救済について
は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する



特別措置法に基づき、_現行の予防接種法に基づく季節性インフルエ

ンザの定期接種に関する措置に準 じて基暴轟暴尋必要な救済措置を

講じる尋墓が等暮島甚到評黎聾暴≒尋聾鞘率峯撃串曜築黙碁等。

8.広報
(1)国は、接種事業の趣旨、内容、ワクチンの安全性や有効性に関す

る知見等について周知する。

(2)都道府県は、新型インフルエンザについて既に設置している相談

窓口等の充実を図る。

(3)市町村は、都道府県と連携し、住民に対し、接種が受けられる時

期、受託医療機関等を周知する。

9.今後の検討等

(1)今回の新型インフルエンザワクチンに関しては、今後、新たな知

見等が得られた段階で、適宜、これを見直していくものとする。

(2)国は、今回の臨時応急の対策を踏まえ、新型インフルエンザの予

防接種の位置づけ等について専門的見地から検討を行い、その結果

に基づき、必要に応じ立法措置を講ずる.

(3)国は、今後、国産ワクチンによリインフルエンザワクチンの供給

が確保されるよう、国内生産体制の充実等を図るものとする。
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平 成 21年 10月 1日

平成 21年 12月 15日改定

新型インフルエンザ対策本部

新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン接種の基本方針

1.目 的

死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必

要な医療を確保することを目的とする。

2.各事業実施主体の役割

(1)国は、新型インフルエンザ (A/Hl Nl)ヮ クチン (以下「ワクチン」
という。)の生産量に限りがある中で、臨時応急的かつ一元的にワク

チンを確保するとともに、接種の優先順位を設定する。また、ワク

チン接種を行う医療機関と委託契約を締結し、希望者に対してワク

チンの接種を実施する。このように、今回の事業は、地方自治体と
の役割分担のもと、国が主体となつて行うものである。

(2)都道府県は、国が示す標準的な実施時期等を参酌し、具体的な接

種スケジュールを設定するとともに、医療機関の在庫状況等を把握
して、ワクチンの円滑な流通を確保する。

(3)市町村は、ワクチン接種を行う医療機関 (受託医療機関)を確保

するとともに、住民に対し、接種時期、受託医療機関等を周知する。

また、ワクチン接種に係る費用負担について、国及び都道府県によ

る財政支援のもと、必要に応じ低所得者の負担軽減措置を講じる。

(4)受託医療機関は、国と委託契約を締結し、窓口で対象者の確認を

行い、優先順位に従つて希望者に対してワクチンを接種するととも
に、市町村及び都道府県を通じて、必要な報告を行う。



3.優 先的に接種す る対象者

(1)当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行

われていく見通しであることから、死亡者や重症者の発生をできる

限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することという目

的に照らし、

① インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者 (救急隊

員を含む)

②妊婦及び基礎疾患を有する者 (こ の中でも、1歳～小学校低学

年に相当する年齢の者の接種を優先)

③ l歳～小学校低学年に相当する年齢の者

④ l歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の

理由により予防接種が受けられない者の保護者等
の順に優先的に接種を行う。

(2)さ らに、小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者及び

65歳以上の高齢者についても、優先的に接種する。

(3)優先的に接種する者以外の者に対する接種については、優先的に

接種する者への接種事業の状況等を踏まえ、接種を進める。

4.ワ クチ ンの確保

(1)今後の感染の拡大やウイルスの変異等の可能性を踏まえると、上

記の優先的に接種する者以外における重症例の発生があり得るため、

健康危機管理の観点から、国内産に加えて、海外企業から緊急に輸

入することを決定し、ワクチンを確保する。

(2)国は、3.の接種対象者に順次必要なワクチンを供給できるよう

にするため、今年度末までに、国内産ワクチン5,400万 回分 (成

人量換算)程度を確保するとともに、海外企業から9, 900万回

分 (成人量換算)程度を輸入することとし、既存の新型インフルエ

ンザ対策予算を活用 した上で予備費を使用し、これらのワクチンを

購入する。

(3)輸入ワクチンの確保のため、今回の輸入ワクチンの使用等に伴い

生 じる健康被害等に関して製造販売業者に生 じた損失等について、

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別

措置法に基づき、国が補償できることとする。



5.接種の実施

(1)国 は、受託医療機関との間で、予防接種に関する委託契約を締結

する。

(2)受託医療機関は、国との委託契約に基づき、卸売業者からワクチ
ンを購入し、優先接種順位に従い、優先接種対象者であることを確

認のうえ、原則として予約制により接種を実施する。

(3)市町村は、都道府県と連携し、地域の実情に応じて、受託医療機

関に要請し、保健センター、保健所等を活用して接種の機会を確保

する。

6.費 用負担

(1)今回のワクチンの接種については、その目的に照らし、国は、予

防接種法の定期接種に準じて、受託医療機関を通じてワクチンの接

種を受けた者又はその保護者から、実費相当額 (ワ クチン代、輸送

費及び接種に要する費用。原則として全国―律の額)を徴収する。

(2)低所得者の費用負担については、予防接種法の定期接種に準 じて、

市町村民税非課税世帯を念頭に、市町村がその費用を助成する措置

を講 じる。その際、当該措置に要する財源の1/2を国が、 1/4
を都道府県が補助する。

ワクチ ンの安全性及び有効性の確保 と健康被害の救済

)今回、接種に用いようとするワクチンについては、今回の新型イ

ンフルエンザに対して初めて製造されたものであり、安全性や有効

性に関しては十分に検証されていないことから、今後もデータの収

集、分析を行うなど、十分に安全性や有効性の確保に努めるととも

に、その安全性や有効性について、医療関係者、国民等に幅広く情

報提供する。

(2)ワ クチンによる重篤な副反応について、受託医療機関等からの報

告など国が迅速に情報を把握するとともに、当該情報を専門家によ

り評価する仕組みを構築し、速やかに対応する。
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(3)今回のワクチン接種に伴い健康被害が生じた場合の救済について

は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する

特別措置法に基づき、現行の予防接種法に基づく季節性インフルエ

ンザの定期接種に関する措置に準じて必要な救済措置を講 じる。

8.広 報

(1)国は、接種事業の趣旨、内容、ワクチンの安全性や有効性に関す

る知見等について周知する。

(2)都道府県は、新型インフルエンザについて既に設置している相談

窓口等の充実を図る。

(3)市町村は、都道府県と連携 し、住民に対し、接種が受けられる時

期、受託医療機関等を周知する。

9,今 後の検討等

(1)今回の新型インフルエンザワクチンに関しては、今後、新たな知

見等が得られた段階で、適宜、これを見直していくものとする。

(2)国は、今回の臨時応急の対策を踏まえ、新型インフルエンザの予

防接種の位置づけ等について専門的見地から検討を行い、その結果

に基づき、必要に応じ立法措置を講ずる。

(3)国は、今後、国産ワクチンによリインフルエンザワクチンの供給

が確保されるよう、国内生産体制の充実等を図るものとする。
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